
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 労働保険料算定基礎賃金等の報告の写し  必須

イ 労働保険料等納入通知書の写し  必須

 

割引サービスを利用する場合には、対象事業場の要件となる 

1. 常時使用する労働者数 300 人未満 

2. 労災保険の適用事業場 

を確認させていただくため、以下の書類をご用意ください。 

労災保険の申告について、労働保険事務組合に委託して

いる場合 



 

労働保険料算定基礎賃金等の報告 



 

労働保険料等納入通知書 


